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会
員
・
読
者
の
み
な
さ
ん
！ 

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

２
０
１
９
年
10
月
に
消
費
税
率
が
引
き
上
げ

ら
れ
多
く
の
自
営
業
者
か
ら
悲
鳴
が
上
が
る
中
、

そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
よ
う
な
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
大
流
行
に
よ
り
、
中
小
自
営
業
者

の
営
業
と
暮
ら
し
は
い
よ
い
よ
苦
し
さ
を
増
し
て

い
ま
す
。
「
も
っ
と
支
援
を
」
「
消
費
税
を
下
げ

て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
要
求
は
、
自
営
業
者
の
み

な
ら
ず
多
く
の
国
民
の
共
通
の
要
求
と
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。 

安
倍
内
閣
か
ら
菅
内
閣
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、

国
民
の
生
活
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
政
治
が
相
変

わ
ら
ず
続
い
て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
対
策
も
後
手
後

手
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

２
０
２
１
年
は
、
秋
ま
で
に
総
選
挙
が
必
ず
実

施
さ
れ
ま
す
。
市
民
と
野
党
の
共
闘
で
自
民
党
政

治
を
打
倒
し
て
政
権
交
代
を
実
現
し
、
国
民
の
暮

ら
し
を
第
一
に
考
え
る
政
治
を
実
現
し
ま
し
ょ

う
。 ２

０
２
１
年
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
負
け
ず
に
こ
れ

ま
で
以
上
に
積
極
的
に
組
織
拡
大
を
進
め
、
元
気

よ
く
消
費
税
率
引
き
下
げ
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
廃

止
、
憲
法
改
悪
反
対
な
ど
の
声
を
上
げ
て
い
き
ま

す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

 
２
０
２
１
年
新
年
に
あ
た
り 
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 大･500g…2,500 円 

根こんぶ…2,400 円 

 

※こんぶ(小)は完売しました 

 青色申告特別控除がなくなる！？
誤解を招くような書き方はやめよ！ 

 

 

2021 年１月４日(月) 13 時 30 分～
         事務所２Ｆ 

一品持ち寄りです。どなたでも気楽に参加してください！

 

日高昆布 

発売中！ 

 

 

小牧税務署から青色申告者に手紙が届いています 

 小牧税務署から 12 月 7 日付で、青色で申告をしている事業者に一斉に「ご

自宅等からの e-Tax を利用した確定申告のご案内について」という文書が送付

され、多くの方から「65 万円控除がなくなるのか」と問い合わせが来ていま

す。結論からいうと、65 万円控除をしていた人がこれまで通り申告する場合、

控除額は 65 万円から 55 万円になりますが、基礎控除が 48 万円となるため納

税額に影響はありません。(これまで 10 万円控除の人はそのままです。) し

かし、文書では「55 万円控除は引き続き受けられる」という文言が一切ない

ため、「e-tax をやらなければ青色申告特別控除が受けられなくなる」と誤解

を招きかねません。手紙を見た人からは「姑息な書き方。ネットのできない

人のことも考えてほしい」と怒りの声が上がっています。 

＜税金相談員学習会の日程です＞ 

②所得計算の方法     1 月 6 日(水) 

③確定申告書の書き方   1 月 13 日(水) 

④減価償却費など決算修正 1 月 20 日(水) 

⑤消費税申告の仕組み   1 月 27 日(水) 

いずれも 19 時〜21 時 
レディヤンかすがい１階第１会議室 

 

愛知県の時短要請に協⼒した店舗のみなさんへ 
ステッカー・時短案内の表⽰は済んでいますか︖ 

  

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス拡大防止のため、12 月 18 日～1 月

11 日の間に、愛知県の営業時間短縮要請に応じて時短営業

(終日休業を含む)を実施した酒類を提供する飲食店等に、県

から 1 日当たり 4 万円の支援金(愛知県感染防止対策協力

金)が支給されます。支給を受けるには、県のウェブサイト

から県の「安全・安心宣言施設」に登録して右のような PR

ステッカーをダウンロードして掲示する必要があります(送

付されてはきません)。また、あわせて「県の要請により 12

月 18 日～1 月 11 日の間、午後 9 時までの営業とさせて

いただきます」などの案内も必ず掲示し、ステッカーととも

に写真にとっておいてください。ご不明な点は事務所までお

尋ねください。 


